
①事 業 の 種 類

②事 業 の 規 模

③従　業　員　数

④産業廃棄物の一連
　の処理の工程

様式第二号の八（第八条の四の五関係）

(第１面)

産業廃棄物処理計画書

令和   ６年　６月１７日

　東京都知事　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提出者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住　所　東京都千代田区大手町１－３－２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 経団連会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 氏　名　住友林業株式会社　住宅事業本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安全・環境・検査室長

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号　０３－３２１４－３３７１

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事　業　場　の　名　称
住友林業㈱　住宅事業本部　安全・環境・検査室
首都圏資源化センター

事 業 場 の 所 在 地 埼玉県加須市鴻茎３２０１－５

計　　画　　期　　間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

総合工事業

売上高（連結）1,733,169百万円(2023/12期)

住友林業㈱ 5,840名（2024/4）（首都圏資源化センター　在籍３名）

【新築】　別紙１の通り

【解体】
現場　⇒　収集運搬　⇒　中間処理場（品目により破砕等の処理）
　　　　　　　（委託）　　　（委託）

　再生　⇒　建設資材等に再資源化
　
　　⇒　再生出来ない物　⇒　最終処分場（埋立処理）

（日本産業規格　Ａ列４番）



463.40 t 45.63 t

440.23 t 43.35 t

①現状

②計画

(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

 （管理体制図）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類  廃プラスチック類  紙くず

排　　 出　　 量

 （これまでに実施した取組）
・基礎鉄筋のユニット化　　・パレット、リン木の再利用
・未利用品の廃棄撲滅　　　・配線、配管工事の工場加工化
・梱包材、養生材の簡素化　・養生部材の再利用
・プレカット導入
屋根スレート　外壁下地材　サイディング　内装材、外装材
石膏ボード（セミプレカット）

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類  廃プラスチック類  紙くず

排　　 出　　 量

 （今後実施する予定の取組）
・資材規格寸法の見直し　　　　・施工方法の見直し
・資材梱包材のリユース化

産業廃棄物の分別に関する事項

 （分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
新築工事現場に産業廃棄物一覧ポスターを掲示し、11種類の分別を指
導している。

 （今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
当社分別施設に集積した廃棄物の分別状況を、現場へフィードバック
し、分別指導を行う。



318.45 t 116.96 t 153.70 t 61.02 t

302.53 t 111.11 t 146.02 t 57.97 t

(第２面)－２

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類  木くず  金属くず  ガラス陶磁器等くず  　グラスウール

 木くず

排　　 出　　 量

【目標】

産業廃棄物の種類  金属くず  ガラス陶磁器等くず  　グラスウール

排　　 出　　 量



138.30 t 17.61 t 45.24 t - t

131.39 t 16.73 t 42.98 t - t

(第２面)－３

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

産業廃棄物の種類  　石膏ボード  　がれき類  建設混合廃棄物

【前年度（令和５年度）実績】

 

排　　 出　　 量

 　がれき類

【目標】

 産業廃棄物の種類  　石膏ボード

排　　 出　　 量

 建設混合廃棄物



- t - t

- t - t

-            t -             t

-            t -             t

- t - t

- t - t

(第３面)

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

 （これまでに実施した取組）
-

産業廃棄物の種類  廃プラスチック類  紙くず

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類  廃プラスチック類  紙くず

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

 （今後実施する予定の取組）
-

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

②計画

【目標】

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

②計画

産業廃棄物の種類  廃プラスチック類  紙くず

【目標】

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

 （これまでに実施した取組）
-

産業廃棄物の種類  廃プラスチック類  紙くず

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の量

 （今後実施する予定の取組）
-



- t - t - t - t

- t - t - t - t

-          t -          t -          t -          t

-          t -          t -          t -          t

- t - t - t - t

- t - t - t - t

(第３面)－２

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

 ガラス陶磁器等くず

【前年度（令和５年度）実績】

 　グラスウール

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類  木くず  金属くず

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

 金属くず  ガラス陶磁器等くず  　グラスウール

【目標】

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

 木くず

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

 ガラス陶磁器等くず

【前年度（令和５年度）実績】

 　グラスウール

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

産業廃棄物の種類  木くず  金属くず

【目標】

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

 ガラス陶磁器等くず  　グラスウール産業廃棄物の種類  木くず  金属くず

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の量



- t - t - t - t

- t - t - t - t

-          t -          t -          t -          t

-          t -          t -          t -          t

- t - t - t - t

- t - t - t - t

(第３面)－３

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類  　石膏ボード  　がれき類  建設混合廃棄物  

産業廃棄物の種類  　石膏ボード

【目標】

【前年度（令和５年度）実績】

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

 　がれき類  建設混合廃棄物  

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

 　がれき類  建設混合廃棄物  

【前年度（令和５年度）実績】

【目標】

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類  　石膏ボード

産業廃棄物の種類

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

 

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

 　石膏ボード  　がれき類  建設混合廃棄物

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の量



- t - t

- t - t

463.40         t 45.63           t

優良認定処理業者
への処理委託量

463.40         t 45.63           t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

296.58         t 43.80           t

認定熱回収業者
への処理委託量

-            t -             t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
18.54          t -             t

(第４面)

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

産業廃棄物の種類  廃プラスチック類  紙くず

産業廃棄物の種類

 （これまでに実施した取組）
-

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

②計画

【目標】

 廃プラスチック類  紙くず

 （今後実施する予定の取組）
-

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

①現状

【前年度（令和５年度）実績】

産業廃棄物の種類  廃プラスチック類

 （これまでに実施した取組）
原則、再生業者のみに委託する。

 紙くず

全 処 理 委 託 量



- t - t - t - t

- t - t - t - t

318.45       t 116.96       t 153.70       t 61.02        t

優良認定処理業者
への処理委託量

318.45       t 116.96       t 153.70       t 61.02        t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

286.61       t 116.96       t 4.61         t -          t

認定熱回収業者
への処理委託量

-          t -          t -          t -          t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
28.66        t -          t -          t -          t

(第４面)－２

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

産業廃棄物の種類  木くず  金属くず  ガラス陶磁器等くず

 ガラス陶磁器等くず

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】

産業廃棄物の種類  木くず  金属くず

 　グラスウール

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

 　グラスウール

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】

【前年度（令和５年度）実績】

 　グラスウール産業廃棄物の種類  木くず  金属くず  ガラス陶磁器等くず

全 処 理 委 託 量



- t - t - t - t

- t - t - t - t

138.30       t 17.61        t 45.24        t -          t

優良認定処理業者
への処理委託量

-          t 17.61        t 45.24        t -          t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

138.30       t 12.33        t 23.52        t -          t

認定熱回収業者
への処理委託量

-          t -          t -          t -          t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
-          t -          t 7.70         t -          t

(第４面)－３

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】

 　石膏ボード  　がれき類  建設混合廃棄物  

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の種類

【目標】

産業廃棄物の種類  　石膏ボード  　がれき類  建設混合廃棄物  

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

 　がれき類  建設混合廃棄物産業廃棄物の種類

【前年度（令和５年度）実績】

全 処 理 委 託 量

 　石膏ボード  



440.23 t 43.35 t

優良認定処理業者
への処理委託量

440.23 t 43.35 t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

281.75 t 41.61 t

認定熱回収業者
への処理委託量

- t - t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
17.61 t - t

(第５面)

②計画

【目標】

 廃プラスチック類  紙くず

全 処 理 委 託 量

 （今後実施する予定の取組）
原則、再生業者のみに委託する。

産業廃棄物の種類

※事務処理欄



302.53 t 111.11 t 146.02 t 57.97 t

優良認定処理業者
への処理委託量

302.53 t 111.11 t 146.02 t 57.97 t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

272.27 t 111.11 t 4.38 t - t

認定熱回収業者
への処理委託量

- t - t - t - t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
27.23 t - t - t - t

(第５面)－２

【目標】

産業廃棄物の種類  木くず  金属くず  ガラス陶磁器等くず

全 処 理 委 託 量

 　グラスウール



131.39 t 16.73 t 42.98 t - t

優良認定処理業者
への処理委託量

- t 16.73 t 42.98 t - t

再生利用業者への
処 理 委 託 量

131.39 t 11.71 t 22.34 t - t

認定熱回収業者
への処理委託量

- t - t - t - t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
- t - t 7.32 t - t

(第５面)－３

産業廃棄物の種類  　石膏ボード  　がれき類  建設混合廃棄物  

【目標】

全 処 理 委 託 量



備考

1

2

3

4

5

6

7

(第６面)

   前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

　 当該年度の６月30日までに提出すること。

　 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には､製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）､建設業の場合における元請完成

　工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

　模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

　の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。

 　「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

 　「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

 　それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

 　※欄は記入しないこと。



住 友 林 業 ㈱ 首 都 圏 資 源 化 セ ン タ ー  産 業 廃 棄 物 処 理 フ ロ ー 図 

ガ
ラ
ス
・
陶
磁
器
く
ず 

再生砕石  セメント原料 

・サイディング 

製品原料 

・グラスウール断熱材 

新築現場 

産業廃棄物 

中継センター 

首都圏資源化 

センター 

搬
出 

運
搬 

発電、金属回収、スラグ回収、重金属回収 

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

樹脂原料 

樹脂原料、プラスチック製品 

ＲＰＦ（固形燃料） 

・ミラフォーム 

・ビニール紐 

・ブルーシート 

・瓦桟 

・ 土台パッキン 他 

・クロス(非塩ビ系) 

・有価物とならない廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 

売却含む 

金
属
く
ず 

非鉄金属、製鋼原料 
・板金端材、電線くず 

・塗料空缶、軽天端材等 

・コンクリートがら 

・モルタル屑、 再生砕石 

が
れ
き
類 

外構ブロック、培養土、モルタル製品 

木
く
ず 

石
膏
ボ
ー
ド 

混
合
廃
棄
物 

・むく木材、合板類他 発電燃料 

・石膏ボード端材 石膏ボード原料 

 

紙
く
ず 

ダ
ン
ボ
ー
ル 

・ 梱包ダンボール 

・ 包装紙、他 

・ 清掃ごみ 

・ 複合資材の端材 

製紙原料 

発電、金属回収、スラグ回収、重金属回収 

売却 

売却 

・スレート、屋根材 

・ タフパネル、軒天材、 

破風板、タイル 

・リサイクル基準を満たない物 発電、金属回収、スラグ回収、重金属回収 

・陶器瓦 

製品原料  

別紙１


	【二号の八】（第1～6面）(提出用)

